
内
閣
衆
質
一
六
〇
第
二
〇
号

平
成
十
六
年
八
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
河
村
た
か
し
君
提
出
Ｅ
Ｔ
Ｃ
（
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
）
の
利
用
に
か
か
る
個
人
情
報
に
関

す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
日
受
領

答

弁

第

二

〇

号



衆
議
院
議
員
河
村
た
か
し
君
提
出
Ｅ
Ｔ
Ｃ
（
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
）
の
利
用
に
か
か
る
個
人
情
報

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

「
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
支
払
い
シ
ス
テ
ム
」
（
以
下
「
Ｅ
Ｔ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
利
用
者
の
有
料
道
路
の
利
用
に
関
す

る
個
人
情
報
（
「
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
指
針
」
（
平
成
十
二
年
三
月

二
十
四
日
付
け
建
設
省
道
有
発
第
十
九
号
。
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
第
�
条
（�）
に
規
定
す
る
個
人
情
報
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
外
部
へ
の
提
供
の
状
況
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
実
施
主
体
（
同
条
（�）
に
規
定
す
る
Ｅ
Ｔ
Ｃ
実
施
主
体
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
対
し
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
業
務
（
同
条
（�）
に
規
定
す
る
Ｅ
Ｔ
Ｃ
業
務
を
い
う
。
）
の
目
的
の
た
め

に
提
供
す
る
場
合
、
本
人
の
同
意
を
得
て
提
供
す
る
場
合
及
び
本
人
に
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
件
数
が
膨
大
で
あ
る

こ
と
等
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
以
外
の
場
合
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
度
に
お
い

て
は
該
当
が
な
く
、
平
成
十
四
年
度
に
お
い
て
は
九
件
、
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
は
八
十
八
件
で
あ
っ
た
。
な
お
、
そ
の

提
供
先
は
、
捜
査
当
局
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
内
訳
及
び
提
供
し
た
項
目
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

捜
査
等
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

一



Ｅ
Ｔ
Ｃ
利
用
者
の
有
料
道
路
の
利
用
に
関
す
る
個
人
情
報
の
外
部
へ
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
各
Ｅ
Ｔ
Ｃ
実
施
主
体
に
お
い

て
、
指
針
に
沿
っ
て
適
切
に
対
処
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

指
針
第
�
条
（�）
に
規
定
す
る
「
Ｅ
Ｔ
Ｃ
実
施
主
体
が
従
う
べ
き
法
的
義
務
の
た
め
に
必
要
な
と
き
」
と
は
、
刑
事
訴
訟
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
照
会
、
同
法
第
二
百
十
八
条
第
一
項
の

令
状
に
よ
る
差
押
等
を
想
定
し
て
い
る
。
お
尋
ね
の
刑
事
訴
訟
法
第
百
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
照
会
に
つ
い
て

は
、
相
手
方
に
報
告
す
べ
き
義
務
を
課
す
も
の
と
解
さ
れ
て
お
り
、
当
該
照
会
に
応
じ
て
Ｅ
Ｔ
Ｃ
利
用
者
の
有
料
道
路
の
利

用
に
関
す
る
個
人
情
報
を
報
告
す
る
こ
と
は
、
指
針
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
民
間
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
お
尋
ね
の
よ
う
な
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
こ
と
は
承
知
し
て
い

な
い
。

四
に
つ
い
て

三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、刑
事
訴
訟
法
第
百
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
照
会
に
つ
い
て
は
、

二



相
手
方
に
報
告
す
べ
き
義
務
を
課
す
も
の
と
解
さ
れ
て
お
り
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
実
施
主
体
に
対
し
、
指

針
に
基
づ
き
、
そ
の
旨
を
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


